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平成26年5月30日

福岡県警察本部

交 通 企 画 課～　自転車の法的位置付け　～第１号

 
 ○ 車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両等の総称（法第２条第１項第８号） 
 ○ 軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に 
  けん引され、かつ、レールを必要としない車（法第２条第１項第１１号） 

 ○ よって、自転車は車両（軽車両）です。 

   【車両とは】 

自転車は車両（軽車両） 
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※ 普通自動車は、ミニカーを含む 
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 ○ 自転車とは、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力によって運転する 
  二輪以上の車でレールを必要としないもの（法第２条第１項第１１号の２） 
 ○ 自転車は、「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に区別されます。 

自転車の種類 

 道路交通法において、「車両は…」「車両等は…」と定められている規定は、当然、自
転車にも適用されます。 

【例】法第１７条第１項前段 車両は、…車道を通行しなければならない。 

   法第 ７条      道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号 
             …に従わなければならない。 

自 転 車 

 車体の大きさと構造が、次の基準を満たす 

二輪又は三輪の自転車で、他の車両をけん引 

していないもの（法第63条の3、規第9条の2） 
 ① 長さ１９０㎝以内、幅６０㎝以内 

 ② 側車を付けていない（補助輪は除く） 
 ③ 運転者席以外の乗車装置がない（幼児 

  用座席は除く） 
 ④ ブレーキが走行中簡単に操作できる位 
  置にある 

 ⑤ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭 
  利な突起がない 
           （規則第９条の２） 

普通自転車 

 
 左記「普通自転車の基準」

を満たさない自転車 

 
 

普通自転車以外の自転車 


